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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時
平成１５年３月１３日（木）午前１０時　　　　開会
　　　　　　　　　　　　　午後　０時　３分　閉会

１．場所
第二委員会室

１．出席委員

委 員 長� 柴田繁勝 � 副委員長� 藤浦雅彦 � 委　　員� 大澤勝哉

委　　員� 本保加津枝 � 委　　員� 山本善信 � 委　　員� 木村勝彦

委　　員� 石橋徳治 � 委　　員� 山下信行

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森川　薫� 助　役　小野吉孝

生活環境部長　前田宜伸� 自治振興課長　岡本貞雄� 　環境対策課長　前川　弘

都市整備部長　北野正明� 同部次長兼都市計画課長　山脇　智

まちづくり支援課長　小山和重　　同課参事　岡田秀樹

１．出席した議会事務局職員

事務局長　八木靖彦 � 同局次長代理　野杁雄三

１．案件

議案第１号　平成１５年度摂津市一般会計予算所管分
議案第９号　平成１４年度摂津市一般会計補正予算所管分
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　　　（午前１０時　開会）
○柴田委員長　ただいまから、駅前等再
開発特別委員会を開会いたします。理事
者から、あいさつを受けます。森川市長。
○森川市長　おはようございます。本日、
委員の皆さん方には、何かとお忙しい中、
過日の本会議で付託されました案件につ
きまして、駅前等再開発特別委員会を開
催賜り、まことにありがとうございます。
本案件につきまして、よろしくご審査を
いただきまして、可決賜りますようお願
い申し上げまして、開会のごあいさつに
させていただきます。なお、この場を一
たん退席いたしますが、在庁いたしてお
りますので、ひとつよろしくお願い申し
上げます。
○柴田委員長　あいさつが終わりました。
　本日の委員会記録署名委員は、本保委
員を指名いたします。
　審査につきましては、議案第１号所管
分及び議案第９号所管分について、一括
で行いたいと思いますが異議ございませ
んか。
　　　（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○柴田委員長　異議なしと認め、そのよ
うに決定いたします。
　暫時休憩いたします。
　　　（午前１０時１分　休憩）
　　　（午前１０時２分　再開）
○柴田委員長　再開いたします。
　議案第１号所管分及び議案第９号所管
分の審査を行います。
　補足説明を求めます。
　都市整備部長。
○北野都市整備部長　議案第１号、平成
１５年度摂津市一般会計予算のうち、都
市整備部にかかわる部分につきまして、
目を追って主なものについて補足説明を
させていただきます。
　まず、歳入でございますが、４０ペー

ジをお開き願います。款１２、国庫支出
金、項２、国庫補助金、目２、土木費国
庫補助金では、シビックゾーン周辺等ま
ちづくり構想調査事業補助金でございま
す。
　次に歳出でございますが、１６３ペー
ジをお開き願います。
　款７、土木費、項４、都市計画費、目
１、都市計画総務費では、旅費と、１６
４ページ、需用費のうち、印刷製本費で
ございます。委託料では、昨年度に引き
続き、シビックゾーン周辺等のまちづく
り構想の調査、研究を実施いたしてまい
るものでございます。
　１６６ページ、目２、街路事業費では、
報償費、旅費及び需用費のうち、阪急正
雀駅前地区整備支援事業、阪急京都線連
続立体交差事業及び吹田操車場跡地利用
検討事業にかかわる部分でございます。
　次に、１６９ページ、目６、再開発事
業費では、千里丘西地区市街地再開発準
備組合への講師派遣等の支援をいたすも
のでございます。
　以上、予算内容の補足説明とさせてい
ただきます。
　続きまして、議案第９号、平成１４年
度摂津市一般会計補正予算（第４号）の
うち、都市整備部にかかわる部分につき
まして、目を追って主なものについて補
足説明をさせていただきます。
　歳出でございますが、４３ページをお
開き願いたいと思います。
　款７、土木費、項４、都市計画費、目
１、都市計画総務費では、旅費、需用費
等は所管事業にかかわる経費の執行差金
でございます。
　次に、４４ページ、４５ページの目２、
街路事業費では、報償費、旅費、需用費
等は所管事業にかかわる経費の執行差金
でございます。
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　以上、補正予算内容の補足説明とさせ
ていただきます。
　続きまして、お手元に配付させていた
だいております資料につきまして、ご報
告を申し上げたいと思います。
　梅田貨物駅の吹田操車場跡地への移転
計画について、日本鉄道建設公団に対し
申し入れを行ったものでございますが、
基本協定書の重要事項であります大阪市
内での具体的な貨物移転先がいまだ明確
に示されていない状況のもと、摂津・吹
田両市におきましては、環境影響評価審
査会が開催されるなど、行政手続が進め
られている状況にかんがみ、また日本鉄
道建設公団の継承した土地の処分におい
て、国の閣議決定によりまして終了を目
途とされている平成１５年度を迎えるに
あたりまして、本年２月２５日に日本鉄
道建設公団に対しまして、早急に大阪市
内における具体的な貨物移転先を明確に
示されるよう申し入れたものでございま
す。あわせて報告させていただきます。
○柴田委員長　続きまして、生活環境部
長。
○前田生活環境部長　議案第１号、平成
１５年度摂津市一般会計予算のうち、生
活環境部の所管分につきまして、目を追っ
て補足説明をさせていただきます。
　歳出でございますが、１２８ページ、
款３、民生費、項４、生活文化費、目１、
生活文化総務費の積立金は、総合福祉会
館再整備基金積立金の預金利息で、基金
に組み入れるものでございます。
　次に、１３４ページ、款４、衛生費、
項１、保健衛生費、目５、環境政策費に
は、環境アセス推進事業分として、日本
鉄道建設公団から提出されました吹田貨
物ターミナル駅建設事業に係る環境影響
評価準備書について、市として意見を取
りまとめるに際し、環境影響評価審査会

において、技術的見地から検討していた
だくための委員報酬と審査会開催にかか
ります賄い費を計上させていただいてお
ります。
　以上、当初予算の補足説明とさせてい
ただきます。
　続きまして、議案第９号、平成１４年
度摂津市一般会計補正予算（第４号）の
うち、生活環境部にかかわる部分につき
まして、補足説明をさせていただきます。
　歳出でございますが、３４ページ、款
３、民生費、項４、生活文化費、目１、
生活文化総務費２万２，０００円の減額
は、総合福祉会館再整備基金運用に係り
ます預金利率変動に伴う歳入実績に応じ、
同積立金の額を減額いたすものでござい
ます。
　以上、補正予算の補足説明とさせてい
ただきます。
○柴田委員長　説明が終わりました。
　これより質疑に入ります。山下委員。
○山下委員　まず最初に、この鉄建公団
への申し入れですが、こういうことが行
われれば、これはもう２月２５日に申し
入れて、時期が経過していると、申し入
れたらすぐに、こういう重要な事態につ
いては報告するのが筋ではないかという
ふうに思いますが、この点、まずお聞き
しておきたいと思います。
　それから、この問題に関連して、今年
度、環境アセスメントの評価をやるとい
うことで、委員の報酬、賄いなどが計上
されておりますけれども、今、この申し
入れの中にありますように、この基本協
定が締結されて４年余り過ぎているわけ
ですね。にもかかわらず移転先が決まら
ない、こういう事態になっているわけで
す。これは、再三これまでもいろいろ言っ
てきて、そうなっていないという事態で
すね。
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　一方では、去年、環境影響評価準備書
に対する意見書が吹田・摂津、あるいは
大阪市内の東淀川とか、あるいは周辺各
地からも１万１，０００通余寄せられる
と。あるいはまた、これに対する鉄建公
団側の見解書に対する意見書についても、
さらにまた４７３通も、その圧倒的多数、
ほとんどが移転反対という内容を持った
ものですね。
　あるいは、公聴会で６０人の意見陳述
が行われました。私、３日間とも参加し
ましたけれども、その意見陳述すべてが
移転反対という明確な市民、住民の意思
が示されていると、こういうことを背景
にこの申し入れは、「早よ、やってちょ
うだい」というものですけれども、これ
は非常に弱いんですね。摂津市としては、
これにかかわるいろんな行政手続、今、
行われようとしているボーリング調査、
地質調査、測量調査、こういうことにつ
いて、１つ１つ、アセスメントもそうで
ありますけれども、手続を行っていかな
ければならない。でないと、進まないわ
けですね。
　そういう、こちら側に権限があり、し
かもこういう移転計画についての申し入
れを行うという、そういう立場から考え
れば、当然のこととして、これをやらな
ければ行政手続は進めませんよという態
度を取るべきじゃないんですか。これ、
住民の意向を反映したものだと思うんで
すけれどもね。こういうふうにやらなけ
れば、行政としての責任を果たせないと
いうことじゃないんですか。
　代表質問でも我が党議員の質問でも示
したとおりでありますけれども、こうい
う事態になっているのにどうして、そう
いうきっぱりした態度が取れないのかと
いうことであります。
　それから、この当初予算の中でシビッ

クゾーン周辺まちづくり構想の調査委託
料として１，３００万円が組まれてます。
国庫負担が４００万円あるとはいえ、あ
なた方、口を開けば本市の財政難でとい
うことで、それこそ重箱の隅をつつくよ
うな２次、３次の行革を行ってきて、市
民に対しては徹底してそういうことをやっ
ていると。もう、金がないからだと。し
かし、このシビックゾーンの開発につい
ては、これは必死だということで、まあ
これが実施されれば、どれほどの財政負
担になるかと。あるいは、ここに掲げら
れている、この課にかかわっているシビッ
クゾーン周辺だけではなくて、千里丘、
正雀の駅前再開発、あるいは吹田操車場
跡地の開発と、こういう課題を入れれば、
どれほどの事業費になるのかと、これす
べてやるつもりなのかと。やるつもりで
予算を組んでるんだということであれば、
そういう財政見通しをどう見ているのか
と。
　その財政危機という中でも、そんな悠
長なことは言っておれずに、１７年、１
８年には、あるいは赤字再建準用団体に
なるかもしれないというふうなことも言
いながら、住民の福祉、暮らしにかかわ
るところ、命、健康にかかわるところを
削ってきておいて、なおかつこういうま
ちづくり構想を進めていくということに
ついて、これは関係部はもちろん、全体
を見て、やる立場からどうお考えなのか
お聞きしておきたいと思います。　
○柴田委員長　岡田参事。
○岡田まちづくり支援課参事　まず１点
目の、今回の資料で提出させてもらって
おります申し入れの文書に対して、こう
いう大事なものは、すぐに報告すべきで
はなかったかというご質問であったかと
思いますけれども、それにつきましては
この内容にあります大阪市内の移転先の
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早期明確化というものにつきましては、
再三これまで鉄建公団に対して申し入れ
てきたものの延長線上にありまして、先
ほど部長の方から補足説明の中でありま
したけれども、今年度、平成１５年が閣
議決定の処分の最終目途を迎えるという
ことと、それとあわせて吹田・摂津にお
いては環境影響評価審査会というような
ものが進められているという状況にかん
がみまして、その延長線上で一度、こう
いう形でしっかり申し入れようというこ
とで進めさせてもらったものでありまし
て、この申し入れの時点では今回の特別
委員会の開催の日付も決まっておりまし
たし、その中でご報告させていただきた
いという形で、今回、報告という形で説
明させていただいた次第であります。
　２点目の、申し入れでは弱いと、いわ
ゆる行政手続はとめるべきではないかと
いうことですけれども、それにつきまし
ては環境影響評価自体も、要するに市内
の環境に与える影響、そういうものをしっ
かり調べてもらって、そういうものを市
民に情報として提供していく。これをもっ
て、いろんな意見をいただき、そういう
ものの中で最終的な合意というものを見
極めていく、それにつきましては当然、
大阪市内の２分の１の行き先の明確化と
いうものと並行してということですけれ
ども、その前段でやっぱり環境影響評価
と、環境への影響というものもしっかり
調査していただいて、それをやはり踏ま
えて我々も最終合意への判断につなげて
いくという意味でも必要な手続を今、基
本協定に基づきまして行われているとい
うふうに理解しております。
　それと、シビックゾーン調査で、財政
難の折でということでご質問がありまし
たけれども、シビックゾーン調査につき
ましては、これまで再三ご説明申し上げ

ておりますけれども、いろいろな国の事
業手法や受益者負担、そういうものを見
極める中で財政に極力負担にならないよ
うな事業ができるのかできないのか、果
してそういうことが成立するのか、しな
いのかということを含めて調査をしてい
るものでありまして、当然、今後の財政
状況というものを認識しながら進めなけ
ればならないという上に成り立っており
ますので、そういういろんな手法を使い
まして、実際にどれぐらいの財政に与え
る影響があるのか。実際に、それで本市
の財政状況の中でやっていけるかどうか
ということをその調査の結果を出す中で
見極めていきたいというふうに考えてお
ります。
○柴田委員長　山下委員。
○山下委員　この貨物量２分の１の行き
先と並行してと言いますけれども、既に
もともと梅田貨物駅というものが大阪市
内にあって、移転先というなら大阪市内
に移転すると、２分の１をですね、とい
うことであるならば、それが決まってか
ら受け入れるかどうか検討をしてもおそ
くはないわけですね。それが筋ではない
かというのが、吹田市長のこの前の見解
だったと思うんです。
　そういう立場を明確にして行政手続は
やりませんと、そういうことを明確にす
るまではということでボーリング調査な
どについて、ゴーサインを出してないん
ですよね。
　これが、摂津市では吹田市と協調して
やっていくという摂津市がですね、全然
協調もせずに、この点についてだけ言う
ならば、ほかのことは知りませんけれど
も、本市の場合は、地質調査結構でござ
いますよということになっているという
のは、この該当の吹田・摂津両市にとっ
て、あるいは大阪市も、ものを言う立場
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にあるんじゃないですか、そういうこと
をきっぱりと。言える立場でもあるし、
言わなければならない。
　その根拠は何かと言えば、圧倒的多数
の住民が、この移転に反対しているとい
う、この基本があるからですよ。順序が
逆ではないかということを言ってるんで
す。当然のことでしょう、住民の意見を
もとに進めていくということになれば、
それは当然じゃないんですか。
　あるいは、吹田市との協調というふう
におっしゃっておりながら、この問題に
ついては協調しないで、あえてやってい
るというのは、何か意味があるのかとい
うふうに逆にお問いしたいんです。
　それから、このシビックゾーンの調査、
このほかにも吹操跡地関連の、あるいは
駅前再開発、あるいは再整備ということ
も含めて、今、財政の状態は、私共は必
ずしもそう見てるというわけじゃありま
せんけれども、あなた方の方から赤字再
建準用団体になりますよと言うて、いろ
んな項目を削っていってるんですよ。
　これ、当面の問題なんですよね。この
１，３００万円、市の負担は９００万円
としても、この９００万円は今の財政事
情の中では、そんなに軽いものではない
と。現に１０万、２０万、３０万円の切
り捨てをやってるんですよ、実際、福祉
の関係では。
　しかし、こういう問題については、い
や、やっぱり必要なんだというふうに強
弁されるというか。きょう食えるか食え
ないかと言ってるときに、そういうこと
を考えていくというのが行政なんですか
ということを言ってるんです。住民の福
祉の向上に努めなければならない、これ
は地方自治の精神じゃないんですか。も
ちろん福祉といったって、それはまちづ
くりも含めて福祉ということも、これは

成り立ちましょうけれども、とりあえず
は食うか食えるかという事態にあると、
これからの市の財政状況がそういうふう
にあるというふうに行政の側がおっしゃっ
てるんですよ。にもかかわらず、そうい
うもとで、いや開発だけは進めていくと、
その準備を進めているんだというふうな
ことが、果たして納得いくものであるか
どうかということをお聞きしてるんです。
○柴田委員長　岡田参事。
○岡田まちづくり支援課参事　まず、１
点目の梅田貨物駅の移転の関係ですけれ
ども、まず吹田市との協調ということで
お話があったと思うんですけれども、今
回提出させてもらった資料にもあります
ように、梅田貨物駅の大阪市内での移転
先を早く明確化してほしいという点では、
十分吹田市と協調した歩調で進めさせて
いただいているというふうに思います。
　行政手続という話がございましたが、
吹田の方でも環境影響評価審査会が年末
と、この２月と、２回開かれて、決して
行政手続は吹田の方でも凍結されておら
れません。そういう形で我々と行政手続
の方も一緒に進めていると。この地質調
査に関しましては、やはり吹田の方でそ
の貨物駅移転の特殊性というか、本体施
設が吹田側に大部分で来ると、専用道路
もあると、そういうことから大阪市の２
分の１の行き先にかなり重きを置かれて、
そういう意味で実際にはボーリング調査
自身が必要不可欠なものであるというこ
とについては、両市のこれも共通した認
識でありまして、ただ先ほども申しまし
たように吹田のそういう置かれます環境
によってボーリング調査の、地質と測量
調査については、それをもって、その２
分の１の、そういう強く申し入れる材料
にしたということであると理解しており
ます。

－�6�－



　続きましてシビックゾーンの調査です
けれども、委員のおっしゃられましたよ
うに、福祉というものを考えていくとい
うことは大事なことだとは理解しており
ます。ただ、福祉とそういうまちづくり
を、そうしたら切り離してやるのかとい
うのではなくて、やはり福祉の課題もあ
りますし、その周辺にかかわる都市課題、
例えば鉄道による南北分断、そういう課
題もあります。そういうものは、やっぱ
り将来に、今いろいろ検討する中で将来
的には、ある程度の見通しがあるならば
追求していくということも必要ではない
かと、ここで例えばそういう都市課題に
対して解消できる可能性があるのに、こ
こで芽を断ち切ってしまって、その調査
自体を求めることをやめるというもので
はなくて、やはりそういう福祉の問題、
まちづくりの問題は並行して進めるべき
ではないかというふうに考えております。
○柴田委員長　山下委員。
○山下委員　吹田市の方は、ボーリング
調査をするかどうかについて、これを材
料に使うと、武器にというか、言葉は妥
当かどうか知りませんが、そういうこと
ですよね。そうであるなら、摂津市も同
じようにこれを武器にする必要があるの
ではないかと。
　それからもう１つ、そういう点で言う
と今後予想されるアセスメントの評価を
どう行うかということについては、これ
は両市一致の行政手続ですけれども、そ
れ以外の行政手続が、この梅田貨物駅移
転まで、どれぐらいあるのか。あるいは、
決定までにというか、それとの関係で、
いわば本市が移転にノーというふうに言
えると。もともと市長は環境悪化をもた
らさないという保証がない限り移転に同
意できないと、こういうふうにしてきた
わけですから、そういう立場に立って、

住民の立場に立ってものが言えるのでは
ないかと、そういう機会が、材料が、そ
の行政手続が今後どのようにあるのかと
いうことも聞いておきたいと思います。
　シビックゾーンの問題については、こ
のシビックゾーンだけではなくて、この
街路事業の中では阪急京都線の連立や正
雀駅前、吹操跡地の利用計画事業分も含
んでいるということなんですね。こうい
う検討も行われるわけで、費用は莫大に
かかると、そういう事業ですよね。摂津
市の負担がどれほどか、負担のない方向
でと言うけども、負担がなくて摂津市の
言い分のまちづくりが進むという、そん
なようなことであれば、これはもう、そ
れに越したことではないですよね。どん
な開発についても、市がこういうふうに
条件を出して、みんな通っていくという
ことであれば、これは言うことありませ
んよ。だけど、実際はそうじゃないんで
すよね。だからこそ、行政の立場からの
そういう姿勢というのが必要なわけで、
そういうことから言うと、こういう事業
について市がやっぱり負担をしていくと
いうことは、これは必至なんですよ、ど
の場合でも。
　あるいは、この吹操跡地の問題につい
て言えば、一たん土地を公団側から買っ
て、インフラ整備をして、売って、それ
で資金を回収するという、もともとの方
向でしょう。そういう計画が各地で破綻
して、この周辺では国際文化公園都市も、
あるいは水と緑の健康都市も、みんな見
直し縮小と。つまり、これが事業として
成り立つという見通しもないと。これま
でやってきたところも、みんなそういう
事態になっているということの中で、そ
れでもなお、いや、そういう採算が取れ
る開発が可能だと。いや、それに行くの
に検討が必要だということなんでしょう
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か、今なお。私は、こういう事態は一た
ん凍結して、再検討をするということが
求められる方向ではないかというふうに
思うんですが、いかがですか。　
○柴田委員長　北野部長。
○北野都市整備部長　吹田操車場跡地の
問題について、基本的に吹田市と摂津市
との連携につきましてでございますが、
やはり先ほども岡田参事の方から申して
おりますように、我々はあくまで吹田市
とは協調しながら、現在、吹田操車場跡
地問題につきましては進めているところ
でございます。
　また、今、委員ご指摘の測量、あるい
は地質調査につきましての内容でござい
ますが、これらにつきましては、基本的
に我々はあくまで行政手続の一環の資料
であると。この測量、地質調査の内容に
つきましては、ＪＲ各社でそれらの資料
が必要となるため、それらの作成をされ
るということをお聞きいたしております。
それと、なおかつ現在の、本市であれば
８．２ヘクタール、吹田市であれば１４．
２ヘクタール、トータル２２．４ヘクター
ルでございますが、一定これらの地積に
つきましてもやはり確定する必要がある。
そして、なおかつその施設を配置するに
あたりましては、いろいろと現在、環境
アセスで問題となっております、その専
用道路のシフトの問題等々がございます。
こういった内容につきまして、いち早く
これを示していかなければ、なかなか環
境アセスの内容にしろ、具体的に、ある
いは明確に出るものではないというふう
に我々は考えておるところでございます。
　こういった状況から、いち早く、我々
としてはそういった測量、あるいは地質
調査については進めていく方向で当初も
吹田市とも協議しながらまいったわけで
ございます。しかしながら、その後にお

きまして吹田市の方におきましては、い
ろいろとそういった吹田市域における課
題と申しますのは、当然、駅本屋が吹田
市に行くわけでございます。なおかつ、
その専用通路も吹田市の方に入るわけで
ございます。そして、あるいはそういっ
た住民等の関係もございますし、吹田市
としては一定そういう、現在の諸情勢を
かんがみる中では非常に難しいというふ
うな判断をされております。これらにつ
きましては、我々も当然、大阪市の２分
の１の問題につきましては、吹田市と同
じような考えでもって、現在我々も２月
２５日におきましても、やはり平成１５
年が既に閣議決定の期限に近づいている
と。いち早く大阪市の内容を示していた
だかなければ、我々としてもやはり問題
があるということで、現在取り組んでお
るところでございます。
　そういった状況の中で、今後、その協
調性につきましても、やはり吹田市とお
互い、その延期を求めるような状況にな
れば、やはりこれは協調してまいらなけ
ればならないというふうな一定の方向を
考えておるわけでございます。
　そして、行政手続、これからどれだけ
あるのかというお話でございますが、こ
の行政手続につきましては、既に現在進
めております環境アセス、さらには大阪
市の２分の１問題、そしてそれらの諸課
題につきましては、現在、まだ水面下で
はやっておりますが、いろいろと、まだ
まだ詰まってない事項がございます。こ
れらを最終的に詰めるにあたりましても、
やはり大阪市の２分の１問題が早急に明
確にならなければ、これらの諸課題も整
理できないような状況にございます。
　今後におきましても大阪府とともに、
やはり我々両市が一体となりまして、や
はりこの移転問題につきましてもいち早

－�8�－



く決めていただく。そして、この環境ア
セスにつきましても住民合意が早く得ら
れるような方向でもって、我々も鉄建公
団に対して申し入れていかなければなら
ないというふうに考えております。
○柴田委員長　小野助役。
○小野助役　山下委員からのまちづくり
構想と財政運営ということでのお尋ねで
ございますが、この点につきましては過
日の本会議で答弁させてもらったとおり
でございますが、また岡田参事の方から
簡潔に申し上げたとおりでございます。
　ただ、もう少し具体的に申し上げます
と、確かに基本的には財政との兼ね合い
がございますから、今議会でも議論され
ました、いわゆる昨年７月に出しました
１３年度決算に基づく試算値、これはま
た新たに状況が変わっておりますので、
市としては１４年の決算に基づいて新た
な試算値をもってお示しをしたい、これ
は基本的なことであります。そのときに、
１４年７月の試算値では、平成２３年度
には黒字転換が可能であるということの
中で、このまちづくりの問題もひとつ、
先ほど山下委員がおっしゃいましたよう
に、まちづくりも大きな意味では福祉だ
と、これは私どもも一致します。そういっ
た意味で、これはやはり追求をしていく
ということでございます。
　それから、１つの視点で若干申し上げ
ますと、ご存じのように、高齢・少子社
会の進行によりまして、大阪府が三大都
市圏の中で人口減少がとまらないという
現象が続いております。大阪府の方の資
料を見てましても、平成１２年で大阪府
全体で８８１万人おったものが、平成３
７年、８３０万人程度、約５０万人減る
だろうと、こういうふうに言われており
ます。そこで少子は確実に全国平均も大
阪府が１．２４人と、平成１３年度では。

全国では１．３３人、こういう状況が続
いております。
　前回の国調でもこの北摂では、茨木と
吹田がまだ人口は伸びておりますが、摂
津は減ってきております。今回の介護保
険の中でも申し上げているんですが、人
口が摂津はまだ減少するという見込みを
持っております。そうしますと、まちは
やはり、人口が減れば衰退するのは理の
当然でございます。そうしますと、やは
り税収の問題をかんがみましても、やは
り人口増につながる施策というのは、ひ
とつ市として大きく考えていかなければ
ならない。その中の１つに、やはり利便
性ということを考えますと、まちづくり
の中で市民に公表させてもらって、その
ご議論を願うということも大事な点では
ないかと思っています。
　やはり、それは現実における財政運営
と、将来のまちづくりというのは、これ
は車の両輪だというようにも考えており
ますから、無謀な財政運営をしようとは
思っておりません。やはり一定の計画を
立てた上でやるべきものであると。
　もう１つは、本会議でも答弁していま
したように、これはご議論が若干違うか
もしれませんが、今、福祉会館をどうす
るのか。それから、もう１つ大きくかか
わってきますのが、休日応急診療所なり、
女性センターなり、保健センターなり、
やはり建物は必ず老朽化する。そのとき
に、このことをどうするのかという再配
置計画も考えなければならないと。そう
いったことも考えてまいりますと、１つ
のきちんとした構想、財源がない中での
知恵を絞った構想がどう出せるかと。そ
の点については、一定まとまり次第、今
後における財政運営の見通しと、まちづ
くり構想と、これを合わせて議会にお示
しをし、市民にお知らせをし、議論をお
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願いして一定の方向性をつくっていきた
いということでございまして、そのため
にもまちづくり構想をやはり一定の考え
方の中で整理をした上で財源内訳も付与
した中で、岡田参事が言いましたような
一定の私どもの財源負担がどう軽減でき
るか。いつから、まちづくりの負担が始
まるか。公共施設の再配置計画がどうで
きるかと。そういったことの中の問題と、
やはり摂津市における今後の人口減の問
題、大阪府の減の問題、これはやっぱり
摂津市は人口減ではなくて、ここにたく
さんの人が集い、憩いを持ってもらえる
まちということを考えますと、都市核と
いうのも大きな問題であるというように
考えております。
　そういったことで、私どもとしては、
１４年度の決算後の財源不足の試算を早
急に行いまして、このまちづくり構想と
合わせて提案をさせていただきたいとい
うふうに考えております。　
○柴田委員長　山下委員。
○山下委員　再三言ってますんですが、
よく理解されていないようで、なぜ摂津
市が、この梅田貨物駅の吹操跡地への移
転計画を摂津市の側から急ぐ必要がある
のかということです。閣議決定があろう
と、何しようが、市民にとってどうかと
いうことから判断したらよろしいので、
これは急いでやる必要があるのかどうか
ということであります。
　もう１つは、今、専用道路の計画は、
確かに吹田市域を通るというふうになっ
ておりますけれども、ここでも反対運動
が非常に起きておりますね。地元自治会、
数十の連名でいろんな運動も行われてお
ります。そうなってきますと、これは住
民の合意が得られないというふうなこと
から、別に専用道路を設けるという可能
性もないわけじゃないんですよね。今の

案は確かにそうですよ。だから、今すぐ
どうこうということではないにしても、
これが吹田市の方で、いや、オーケーで
きないということになれば、別の路線を
検討するということだって起きてくるん
ですよ、それはもう当然のこととして。
その際に、豊中岸部線とか、あるいは府
道十三高槻線が受け入れ道路とならない
という保証は何一つないんですよ。今は
吹田市も専用道路ということが環境問題
にも非常に大きな問題だと。たまたま吹
田市には、アセスメントの条例があると
いうことが、その歯どめに一定なってま
すよね。これは事実として、ところが摂
津市の場合はそれもないということから、
この豊中岸部線とか府道十三高槻線が、
これは吹田市側の意向もあって、鉄建公
団がそういう検討をしないという保証も
ないわけですよね。
　現に、そういう発言も吹田市議会の中
では出されているということも聞いてお
ります。具体的な路線ではないですけれ
ども、別に振り向けよというような意見
を出されていると聞いてます。
　現に、今の路線で言いましたら、貨物
専用道路を通って、一たん御堂筋線へ出
て、北行して、のの字を書いて中央環状
線、南へ行くと、南に行く車両について
は。こういうことは非常に手間でありま
して、またそのことで協定を結んで、十
三高槻線については左折させないとか何
とか言うことを盛り込むんだということ
を今までずっと言われておられるけれど
も、しかし摂津の大阪貨物ターミナルが、
例えば南行き車両についても一定制限す
ると。北行きはみんな専用道路を通じて
と。あるいは、中央環状線から北行して
くるやつは、一たん十三高槻線から専用
道路にというふうなことも言われておっ
たわけでありますけれども、現にはこの
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市役所の前を通って、Ｕターンして中央
環状線へ再び乗って、南行して、側道を
横断して入っていくという、こういう危
険な状況を何度も目撃してますよ。ここ
へ立っておったら、よくわかりますよね。
ＪＲ貨物のコンテナの車が、しょっちゅ
う行き来してますよ。つまり、そういう
ことも、あのとき明確に協定ということ
ではなかったかもしれません。覚書とか、
あるいは議会の議論の中で、そういうこ
とを言うてきたはずです。しかし、そう
いうことが守られていない。道路ができ
たとしてもそういう保証がないという。
専用道路が今言うてる計画だとしても、
そういう保証がないと。
　ましてや、その道路ではなくて、違う
道路を計画するというような提案も出さ
れてこないという保障はないです。それ
は、もちろん環境アセスメントの条件は
全く違うから、またやり直さなければな
らないということは、それは出てくるで
しょうけれども、そういう中で起こって
ることですよ。
　だから、これは隣の市の出来事という
ふうには言えない問題なんですね。環境
問題では、そういう一体の問題なんだと
いうこととしてとらえること。
　それから、市として急ぐ必要がないと
いうことです、何も。開発についても、
そんなに今、今日明日、３年後、５年後
というような、そんなスパンでやったら、
それこそ財政計画は立ちません。もっと
先の話を、やるとしても、私もそういう
ことをやれと言ってるんじゃないんです
よ。むしろ反対ですけれども。そういう
ことから考えると、これは何も急ぐ必要
はない事態なんですよ。
　だから大阪市の２分の１の移転先が決
まって、そこに決まるについても、これ
は地元との合意は必要でないという、前

に話がありましたね。新たに環境アセス
は必要ないと。鉄道を延長するなら、何
キロ以上とかいうようなことを言ってお
られたと思うんですけど、そういうこと
からすると、歯どめがないにしても住民
からは、これ以上のトラックの流入につ
いては、それはどの地域にとっても反対
だと。今、候補地に上がってる百済など、
すぐ近くに杭全町という交差点は最悪の
事態で、大阪府の職員でも、あそこへ持っ
ていったら、これは住民に説明がつかな
いというようなことをおっしゃってる担
当者もいるんですよ。そういうことから
言うと、ここでの環境問題も、これは大
きな問題になって、はね返ってくるんで
すよ。だから、そんなに事は簡単ではな
いんです、２分の１移転も。だから協定
結んで４年経過しても決まらんというの
は、そういうことでしょう。候補地さえ、
あげたのはついこの前でしょう。去年の
３月の大阪市議会でしょう。
　安治川口駅と百済駅というふうに具体
名をあげたのは初めてですよ。だからと
いって、そこから進んでいるかと言うと
何も進んでないでしょう。そういうのに、
こっちから、どうぞどうぞ、行政手続、
環境アセスも、これは吹田に準拠してと
いうことですけれども、進める必要は何
もないという、そういう立場がまずある
んじゃないですかと。なぜ、閣議決定の
目途だとか、いろいろ言ってるけれども、
そういうことに、なぜ市が合わせなけれ
ばならないのかと、こういう点を明確に
お答えいただきたいんです。そのような
ことをまたこれからもずっと論議を続け
ていくことになりましょうけれども、私、
これまで言ってるように、今、これまで
築いてきた福祉をどんどん切り捨てを現
に行いながら、一方で１，３００万円も
の調査費でシビックゾーンの開発、こう
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いう調査をやる必要があるのか。凍結す
べきだということを申し上げておいて、
さきの質問にお答えください。　
○柴田委員長　北野部長。
○北野都市整備部長　移転計画につきま
して、急ぐ必要性がないのではないかと
いうご質問でございますが、これにつき
ましては、当初におきましても現に平成
１１年１月に基本協定を締結させていた
だいた、その中身でございますが、一定
その中では環境アセス、あるいは大阪市
の２分の１問題につきましては、行政手
続の一環として進めていくということが
お互い共通認識されているわけでござい
ます。これらの認識に基づいて、現在、
両市が進めているものでございまして、
アセスにつきましても、特に両市の審査
会におきましても開催されておりますし、
それらの課題につきましてもいろいろと、
おのおの両市でもって議論されていると
いうふうな状況もございます。
　また、その２分の１問題につきまして
も、先ほどもご説明がございましたよう
に、昨年の３月におきましても一定の場
所につきましては、安治川口、百済、両
駅のどちらかということに対しては明確
にされたということでございます。
　それらの取り扱いにつきましては、キャ
パの問題がございます。これらのキャパ
の整理するにあたって、あるいは交通問
題を整理するにあたりまして、現在そこ
らの調査をかけられておるところでござ
いまして、これらの一定の判断が出た折
には、当然、大阪市問題、あるいは本市
の問題につきましても、既にこの課題整
理ができた上で、お互いが同時期ぐらい
に、なるべくなら合意形成の方向でもっ
ていくというふうな状況でございまして、
大阪市の問題を先行して、基本的に移転
場所を明確にしなさいというふうに我々

は常々言っておりますが、なかなか大阪
市の方といたしましては、両市の方をま
ず明確にせいというふうな反発もござい
ます。これらを考えますと、お互いがや
はり同時期、その時期あたりに、やはり
合意形成を図る必要性があると、我々は
認識いたしておるところでございます。
　これらの進め具合につきましても、や
はり今後、それをおくらせるということ
は、よっぽどの原因がなければ、両市、
今現在共通認識でもって、またあるいは
基本協定に基づいて進めている以上、非
常に無理があるというふうな状況でもご
ざいます。このような状況から、今後に
つきましてもこれらにつきまして、我々
両市協調しながら、また進めてまいりた
いというふうに思っております。
　そして、２点目の専用道路の内容でご
ざいますが、やはり我々もいろんな方面
からのアクセス道路の考え方ということ
につきましてはお聞きもいたしておりま
す。それらにつきましても、やはり吹田
市の方の審査会におきましても、いろい
ろと若干、水面下では議論されていると
いうこともお聞きいたしておるんですが、
やはり先ほどもお話がございました、も
し豊中岸部線を通るということになれば、
やはり本市としても非常に影響がござい
ます。これらにつきましてもそのシフト
がえをされることによりましては、やは
りちょっと慎重に扱っていただかなけれ
ば、やはり本市の問題もございますし、
今後におきましてもそういう事態がもし
発生すれば、やはり本市としても十分、
これは慎重に協議しなければならないと
いう内容であるというふうに考えておる
ところでございます。
○柴田委員長　ほかに、木村委員。
○木村委員　いかに財政が厳しくても、
行政、あるいは我々が一緒になって将来
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のまちづくりをどうつくっていくかとい
うことについて、やっぱり取り組んでい
かなければなりませんし、そういう点で
はシビックゾーンの整備ということは、
やっていかなければいけないと思います。
その中にある、先ほど助役の方からも答
弁がありましたけれども、福祉会館につ
いては、阪神・淡路大震災以後に耐震診
断をした結果、危険という形の判定を受
けながら、いまだに多くの市民が集い、
集まっているイベントがやられておると。
ここで、また事故が起こってしまいます
と、安心、安全のまちづくりが、いかが
なものかということになってきますし、
そういう点では、その福祉会館の建てか
えも含めて、先ほどの答弁にもありまし
たように、保健センターの問題、あるい
はまた保健所摂津支所の問題、女性セン
ターの問題、この辺の整備はやはり早急
にやっていかなければならない事業とし
て、摂津市に大きくのしかかっていくと
思うんです。そういう点では、やはり、
その整備も含めてシビックゾーンの取り
組みについては進めていかなければなら
ないと思うんですけれども、とりわけ南
千里丘の問題につきましては、非常に状
況としてはダイヘンの意向、あるいは阪
急の意向、いろんなことが絡んできます
し、厳しい面があるんですけれども、こ
の問題について先般の代表質問でも取り
上げて、若干のやりとりはしたんですけ
れども、これが市の全く大きな財政負担
を伴う手法ということになってきますと、
大変、厳しいものになると思うんですけ
れども、その中でお聞きした中では、や
はり国の方としても鉄道事業者に対して、
いろんな立替え制度、貸付制度等をやっ
ていこうと。
　例えば、立替え制度は２０年の期間、
あるいはまた貸付制度についても、１年

据え置き２０年償還という形で、鉄道事
業者に対して貸付をしていくということ
の方向性もあるみたいですし、もし阪急
の方の意向で、そういう制度も取り入れ
ながら前向きに取り組んでいこうという
ことであるならば、阪急が主体的に事業
展開をしてもらって、また市の方が、そ
こでリースバックという形で借り上げて
いくという方法もあるというふうに聞い
ておりますし、その辺のいろんな手法を
検討しながら、やっぱり南千里丘問題は
取り組んでいく必要があるということの
認識で、この前、代表質問で取り上げた
んですけれども、具体的に今、千里丘ガー
ドの拡幅も進んできますし、そういう点
になりますと阪急が今の平面のままでは、
そこでまた交通渋滞が起こってしまうと
いうことで、摂津の交通問題の大きなネッ
クになってきますし、そういう点では先
ほど申し上げたようないろんな手法を取
り入れてやってく方法があるのではない
かと思うんですけれども、その辺のこと
について市としてのお考えを一定聞きた
いと思います。
　それと、吹操跡地の問題は、これは市
としても吹田市と連携をしながら取り組
んでいこうということで、跡地利用の構
想を持って、今、取り組んでおるところ
ですし、先ほど山下委員もおっしゃった
ように、これは何も、私は急ぐ必要はな
いと思います。まず最初にありきは、や
はり移転先の確定だと思うんです。その
辺は、鉄建公団が主体的にその努力をす
べきであって、大阪市、あるいは摂津、
吹田がこれにしゃかりきに取り組む問題
ではないですし、主体はやっぱり鉄建公
団ですから、鉄建公団がやはり移転先を
きっちりと確定をして取り組むというこ
とが一番の基本ではないかと思います。
そういう点で、今後の取り組みとしては、
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摂津市としては移転先が決まるまでは、
ぼちぼちと言いますか、そんなに急いで
取り組む必要はないと思います。
　鉄建公団は、議会にも説明に来ました
し、我々が北九州へ視察に行ったとき、
そこまでわざわざ大阪の方から来るとい
うことは、相当急いでいるという、私は
感じを受けました。これは、やはり鉄建
公団が、やっぱり清算事業本部を抱えて
おる関係で、やはり何とか早くめどをつ
けないとということが大きくウエートを
占めておると思いますし、その清算事業
のお手伝いをするために、市が苦しい思
いをするということはないと思いますの
で、その辺のこともにらみながら、まず
鉄建公団が移転先を早く確定をさせると
いうことをにらみながら、市としては取
り組んでいってはどうかと思うんですけ
れども、その辺のお考えをお聞きしたい
と思います。
○柴田委員長　岡田参事。
○岡田まちづくり支援課参事　１点目の
シビックゾーンに関連する問題ですけれ
ども、確かにおっしゃられたように大き
な財政負担がかかるようでは、こういう
南千里丘の問題も含めまして、なかなか
今後のまちづくりとしては、非常に厳し
いということは、十分理解しております。
委員の方からもお話がありましたように、
いろんな手法を、今検討を重ねておりま
して、先ほどご質問の中でもありました
連続立体交差事業の鉄道事業者による立
替え制度や、それに対する国からの貸付
制度、そういう制度も新たにできてきて
おります。そういうものを利用する中で、
そういう事業については実際に前倒しし
て、財政状況が苦しい中でも実際にでき
る可能性はあるんではないかということ
も含めて検討しておりますし、先ほど鉄
道事業者というお話がありましたけれど

も、阪急の方からも前回の代表質問での
答弁でもありましたように、検討に対す
る協力というものは、かなりの熱意を持っ
ていただいております。そういう中で、
阪急の方としましても、いろいろ、今な
かなか条件が厳しい新駅なんかにつきま
しての補助等につきましても、積極的に
国にアプローチしていただいている中で、
そういうものも模索していただいており
ますし、先ほど、これは検討の１つの視
野の中に入っているということでご理解
願いたいんですけれども、リースバック
というような話で、駅舎につきましては
上下分離しまして、建物を民間が所有し
て、それを阪急側がリースを受けるとい
うようなスキームも検討の対象として入
れながら、そういう財政負担の縮減方法、
いろいろ検討して、その上で実際にこの
まちづくり、当然先ほどありました地権
者の協力も必要ですし、そういうことを
踏まえて、いろいろ模索しながら、この
まちづくりについては可能であるかどう
かという判断をしていきたいというふう
に考えております。
　それと、２点目の吹田操車場跡地につ
きましては、やはり委員のおっしゃられ
ました移転先の明確化というものが、や
はり最終的には大きな柱になっておりま
す。今の状況を申しますと、やはり環境
影響評価という行政手続が進められてい
る中で、やはり本市といたしましては、
その向こうにおける移転先というものを
並行して協議を進めてもらいながら、最
終的にはきっちり、同時に、先ほど部長
の答弁でもありましたように、表明して
いただきたいということがありますので、
その辺も今回の文書のみならず、今後も
鉄建公団に対して早急に大阪市の２分の
１についても明確にしていただきたいと
いう旨を伝えていきたいというふうに考
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えております。
○柴田委員長　木村委員。
○木村委員　阪急の連続立体交差という
のは、摂津のまちづくりにおいて大変大
きなウエートを占めておりますし、そう
いう点では府下でも堺市がもう順位決定
を受けて、摂津市が第２番目に高架化の
順位が来ておるということも聞いており
ますし、そういうことを考えますと、先
ほども申し上げましたように、いろんな
市の財政負担が少なくて済む方法をやっ
ぱり２１世紀のこれからの私たちの子ど
もたち、将来に向かってのまちづくりを
していくということは、市民に対する夢
ですし、財政が厳しいから何もしないと
いうことでは余りにも市民に対する夢が
ありませんし、そういう点ではその辺の
財政のこともにらみもって、この問題に
ついては前向きに取り組んでいただいて、
摂津市の交通問題、あるいはまたまちづ
くり、そういう点で大きく寄与する問題
ですし、その辺の取り組みについてはしっ
かりとやってもらいたいと思います。
　それと、千里丘西地区の再開発に対す
る補助の問題ですけれども、従来、何度
も質問しておりますように、西地区の準
備組合にずっと今日まで市は補助をつけ
ていっておりますし、そういう点では一
向にその方向性が見えて来ないというこ
とについては、非常に私たちは不満です
し、そういう点ではとりあえず、この前
にも申し上げましたように、大口地権者
と一緒になって、やはり本組合に移行し
ていって取り組んでいくということの取
り組みが必要だということも再三、議会
でも取り上げてきましたけれども、その
方向性が一向に見えて来ないんですけれ
ども、その辺については、市としては準
備組合に対する調査費等について、どう
いうお考えを持っておられるのか、その

辺についてこの機会に改めて聞いておき
たいと思います。
　それともう１つは、正雀の駅前再開発
につきましては、まちづくり懇談会が提
言を出して、それ以後、勉強会に移行し
て、若手を中心にして勉強会に取り組ん
でもらっておりますけれども、本会議で
も申し上げましたように、今、正雀地域
の実態というのは、グリーンプラザは大
変な衰退を来しておりますし、２月いっ
ぱいでスーパータイも店を閉めましたし、
そういう点では正雀の商店街は、もう非
常に活力を失っています。
　そういう中で、いかに若手が勉強され
て一定の方向性が出たとしても、果たし
て事業に移って行けるのかなということ
を私は大変危惧します。そういう点では、
正雀の駅前再開発についての市の認識、
考え方をこの機会に改めて聞いておきた
いと思います。
　この前の代表質問でも一定の答弁はい
ただいておりますけれども、本当に市の
考えがどこにあるのかということをつか
み切れておりませんので、この機会に改
めてもう一度お答えいただきたいと思い
ます。
○柴田委員長　小山課長。
○小山まちづくり支援課長　千里丘西地
区の再開発準備組合に対する支援でござ
いますが、今、再開発の事業がなかなか
進まない中、大口地権者とのかかわりに
ついてでございますけれども、私ども準
備組合と十分協議しながら、今年でござ
いますけれども、大口地権者の方に一度、
私ども事務局としてお会いさせていただ
きました。そういう中で、以前から再開
発や、まちづくりに対しては反対はして
ないですけども、権利割合等につきまし
て、なかなか合意ができないということ
で、やはり再開発等については、今の段
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階では、なかなか合意をいただいておら
ない状況です。
　その中で、昨年の暮れにも開発を促進
される大口権利者の方からも準備組合に
対して投げかけがありました。それにつ
いては、いろんな開発をしたいのだけれ
ども、準備組合としても協力してくれな
いかという協議があったということで、
昨年末の役員会の中で、その話が協議さ
れました。その中で、いろいろ役員会の
中で協議されたのですけども、市の補助
金も１５年度はない、１．５ヘクタール
に対する再開発の合意性も、なかなか難
しいという中で、やはり今後、段階的な
整備とか、そういうものをじっくり勉強
をして、今後の準備組合のあり方も検討
していくべきではないかということも言
われてまして、準備組合を継続しながら、
再開発、あるいは段階的な整備に取り組
んでいきたいという意向を聞いておりま
す。そういう意味で、今後も準備組合に
対する支援はしてまいりたいと思ってお
ります。
　２番目の、正雀のまちづくりについて
でございますけれども、若手懇に対する
支援でございますが、勉強会をいろいろ、
今年で５年になると思うんですけれども、
支援をしてまいりました。その中で、ど
れだけ人材が育成できたかと振り返って
みますと、確かに商業問題とか、あるい
は個人にかかる商業の点に関しては、一
定、若手のメンバーの方から自立するよ
うな組織にはなってきていると思うんで
すけども、まちづくりに対する考え方と
か、自立するというところまでは、まだ
まだちょっと時間がかかるようなことと
判断しております。
　その面で、昨年ですけども、人間科学
大学の教授に一度お会いしまして、今後、
学生とのかかわりを正雀のまちづくりの

中で何か、かかわり方がないかというこ
とを一度相談はさせていただいておりま
す。まだ、どういうふうなかかわりをし
ていくかというのは、まだ今後の協議に
よって検討していきたいと思っておりま
すけども、そういう学生のかかわり、あ
るいは地元の住民の方の参加、あるいは
味舌小学校でも昨年に山本先生が小学生
の子どもと一緒に、ピヨピヨ隊という形
で正雀のまちに対する体験学習をされて
おります。そういう方々の保護者なども
まちづくりに参加していただける方があ
りましたらどんどん参加していただいて、
そういう面で若手懇だけではなくて、ま
だほかの組織もつくり上げていきたいと
考えております。
○柴田委員長　木村委員。
○木村委員　準備組合とそういう大口地
権者、地権者すべてではないですけども、
一部の大口地権者の方と準備組合との関
係というのは、余りうまくいっていなかっ
たというふうに聞いておりますけれども、
ようやくその辺では大口地権者の一部と
準備組合とが話し合いのテーブルにつか
れたということは、一歩前進だなという
評価をしておるんですけども、それをこ
れからやっぱり、市としてもその中に入っ
て前に進めていくということが大事だと
思うんです。
　そういう点では、東の駅前再開発がで
きて、相当経過がしておりますけれども、
やっぱり西と東とが有機的に結合するこ
とによって、あの地域は発展していくん
ですから、やっぱりそれは急いでいかな
ければならないと思います。
　先ほど話がありましたように、摂津市
の人口が減少傾向にあることは、大変、
我々としても憂慮しておりますし、そう
いう点では以前に摂津市が福祉のまちと
していろんな取り組みをする中では、人
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口がどんどんドーナツ化現象でふえていっ
た経緯があります。しかし、子育てが終
わってしまうと、他市へ移っていってし
まわれる。その大きな理由は、本当にこ
の町が住みたい町なのか。山もない、緑
も少ないこの町で、やっぱり町自身もき
ちんと整備をされておらないということ
では、やはり中高年層になってきますと、
よその市へ移ってしまわれるということ
で、人口の減少傾向を来しておりますし、
一方では少子・高齢化が進んでいるし、
そういう点では今後の２１世紀の、これ
からの将来のまちづくりを今からしっか
りと、財政は厳しいとは言え取り組んで
いくのが行政の責任であり、我々議会の
責任でもあろうかと思いますので、その
辺ではずっとこのまま並行して進んでい
くんではなしに、大きなプロジェクト、
千里丘、正雀、吹操とありますけれども、
これが一気に集中をして実現をするとい
うことは到底、今の状況では考えられま
せん。やはり、いろんなことを模索をし
ながら、１つ１つ具体化できるところか
ら具体化していくということの取り組み
が我々の市民に対する大きな責任だと思
いますし、そういう点では行政担当者の
方も、今後こういう問題について根性を
入れて、しっかりと取り組んでいっても
らいたいということで、代表質問でも相
当議論しておりますし、質問はこの辺に
しておきたいと思います。
○柴田委員長　ほかに、本保委員。
○本保委員　それでは、予算概要に基づ
いてお尋ねをさせていただきたいと思い
ます。
　６８ページの環境アセス推進事業、環
境影響評価審査会の開催についてという
ところでございますけれども、審査委員
は、どのような方で構成されているのか、
また、審査会のこの１５年度における審

査内容の方向性についてお聞かせをいた
だきたいと思います。
　続きまして、９３ページでございます
が、阪急京都線連続立体交差事業、この
連立事業促進のための資料作成について
お尋ねをいたします。
　これにつきましては、先般、山口県防
府市に防府駅付近立体交差事業を委員会
として視察にまいりましたが、面積等、
さまざまな条件においてかなりの差もあ
るかと思いますが、どのような点につい
て摂津市の立体交差事業に反映させよう
とお考えになられたのかについてお尋ね
をさせていただきたいと思います。
　また、同９３ページの吹田操車場跡地
利用検討事業についてお尋ねをさせてい
ただきたいと思いますが、これにつきま
して、かねてから鉄建公団の一方的な説
明会の開催等につきまして、市として何
らかの申し入れをする必要があるのでは
ないかと、このようなお話をさせていた
だいておりました。これにつきまして、
いまだ不明確な２分の１の貨物移転先に
ついて、明確にするということについて
は市民の皆様の不安を１つでも払拭する
という点において、今回、資料として提
出されました鉄建公団に対しましての移
転先を早急に明確にするようにとの市の
側からの申し入れをされたという点につ
きましては、私といたしましては一定の
評価をさせていただきたいと、このよう
に考えております。
　先ほどからのご答弁にも出ておりまし
たけれども、再度、今後の鉄建公団に対
しての、どのような交渉をしていかれる
のか、我が市の方向性についてお尋ねを
しておきたいと思いますので、よろしく
お願いいたします。
　さらに、吹田貨物ターミナル駅建設事
業に際しまして、前回より要望しており
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ました工事用車両の通行に関して起こり
得る諸問題に対し、鉄建設公団と摂津市
の交通対策及び工事用車両通行による振
動等に関する相談室の設置について、そ
の後、どのように進展しているのか、話
し合いの進捗状況についてお尋ねをした
いと思います。よろしくお願いいたしま
す。　
○柴田委員長　前川課長。
○前川環境対策課長　環境影響評価審査
会の構成メンバーなんですけれども、今
年の１月から開催させていただいており
まして、そのメンバーにつきましては、
交通工学の先生お１人、文化財の関係の
方、また生活環境学科といいまして、騒
音・振動に携わっておられる先生及び環
境工学、都市計画、計画全体を見ていた
だく先生という形で、４人の先生で構成
させていただいて、現在、第２回を終え
て、今後具体的に審査いただいていくと
いう現状になっております。
　今後、時期的な問題があるんですけれ
ども、審査内容等、いろいろ時期的には
難しいんですけども、吹田市との件もあ
りますので、協調しながら進めていきた
いというふうには考えております。
○柴田委員長　山脇次長。
○山脇都市整備部次長　連立事業につい
てでございますけれども、今、大阪府下
で連立事業をされておるのが６か所ござ
いまして、堺市につきましては着工準備
採択を受けられ、平成１７年からかから
れるようになっております。
　今、事業中の６か所につきましては、
１７年に終わるところ、また１８年度に
終わるところということで、段々減少傾
向にあるということで、本市の連立事業
が大阪府下の中でもクローズアップされ
てきたところでありまして、大阪府も連
立事業の箇所数を減少させないようにと

いうことで、本市にもかなり力を入れて
いただいているところでございます。
　また一方、阪急におかれましても、以
前はいろいろ阪急車庫等の問題もありま
した。また、そのときに淡路の連立もさ
れ、また震災復興も事業費がかかるとい
うことで、連立事業につきましては後ろ
向きであったんですけれども、最近、阪
急につきましては、先だって阪急と大阪
府とで会議を持って、また現地も見たん
ですけれども、阪急がちょうどＪＲの東
海道線、京都線なんですけれども、西大
路と向日町の間で従前、キリンビールの
工場があったんですけれども、この工場
を閉鎖して平成１０年に京都市が、ここ
に新駅をつくるということから、阪急と
いたしましては、その新駅をつくられる
ことによって、今現在、桂駅であります
とか、東向日駅の後背地になっておりま
す洛西ニュータウン、そのお客がそちら
に寄ってしまうということの危機感の中
から、今度の日曜日ですけれども、新駅
をつくられました。洛西口駅というのを
つくられました。
　阪急にいたしましては、昭和４８年の
千里線の山田駅以降、初めてこの洛西口
の駅をつくられることになります。阪急
は、そういうふうに戦略的にこれから輸
送人員の確保を目指していきたいという
ふうに考えられております。阪急は、平
成３年、１日平均で２２０万人の輸送人
員があったわけですけれども、平成１３
年では１８０万人に減少しておると、こ
ういう、何もせずにそのままではいかん
ということでの戦略的な経営をされてお
り、今回のこの摂津の連立につきまして
も、かなり前向きに検討いただいて、私
たちと、また大阪府とで今年度は２回協
議をいたしております。
　また、この連立につきましては、シビッ
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クゾーンの調査と並行して、またさらに
それ以降につきましても、いろいろこの
事業についての検討をしていきたいとい
うふうに考えております。
○柴田委員長　岡田参事。
○岡田まちづくり支援課参事　吹田操車
場跡地関連のご質問にお答えします。
　まず、鉄建公団との今後の交渉をどの
ように進めていくのかということでお問
いがあったと思うんですけれども、先ほ
どもご説明させていただきましたように、
基本協定に基づく中身について、行政手
続の一端であるアセスが進められている
中で、なかなか大阪市の２分の１が明確
にならないということで、今回こういう
形で申し入れをさせてもらいました。こ
の申し入れにつきましては、今後こうい
う申し入れだけにとどまることなく、や
はりこういう基本協定の中身につきまし
ては、強く鉄建公団には申し入れていき
たいというふうには考えております。そ
の上で、残るこれ以外の諸課題につきま
しても、鉄建公団において誠意をもって
その中身が履行されるように、そういう
協議調整を進めてまいりたいというふう
に考えております。
　それと、２点目の貨物ターミナル駅建
設にかかわります相談室の設置というこ
とでご質問がありましたけれども、それ
につきましては事務レベルでは環境対策
の方といろいろお話はさせていただいて
おるんですけども、今、環境影響評価審
査会も開かれております。その後、まだ
評価書の提出とかそういうものを控えて
おりまして、そういうきちんとした中身
を踏まえまして、今後さらに検討を深め
てまいりたいというふうに考えておりま
す。
○柴田委員長　本保委員。
○本保委員　１点目の環境アセスの推進

事業に関しましては、やはり吹田市との
関連もあると思います。内容等について
も、やはり一定の方向性が市民の方にも
今こういった方向で審査してるんだよと
いうことがわかりやすいような、何か表
示というか、明示があれば、方向性があ
れば、さらにいいのではないかなと、こ
のように考えますので、その点について、
またよろしくお願い申し上げます。
　それから、阪急京都線の連続立体交差
事業に関しまして、他市とか府下の状況
を今いろいろご説明いただきましたので
大変よくわかりましたけれども、我が市
におきましては、どのようにされていく
のかということについてはお答えをいた
だいてないようですけれども、この点に
ついては今ご検討中だというふうに考え
ますので、今後さらに充実した形で進展
していかれますようにお願い申し上げて
おきます。
　また、この吹田操車場跡地の振動対策
につきましては、今、お返事をいただき
ました。この鉄建公団に対する対応につ
きましても、市の方でご努力をされてい
るということでございます。財政難の折
でございますので、厳しい状況下ではあ
りますけれども、これら１つ１つが、や
はり阪急京都線連続立体交差事業なんか
につきましては、特にまた先ほど木村委
員の方からもお話がありました、この阪
急正雀駅前地区整備支援事業なんかにつ
きましても大変市民の期待が大きい、や
はり夢のあるものでございますので、阪
急正雀駅前につきましては、現況、大変
厳しい商店等の閉鎖が続いておりますの
で、ますます商店街の人通りが少なくなっ
て、激減していっているような状況でご
ざいます。先ほど、木村委員の方からも
お話がありましたように、このままの状
況では、いろんな工夫をこちらの方でも
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駅前等再開発特別委員会でやらせていた
だいたとしましても、何かなかなか歯ど
めがきかないような状況になっていって
いるのではないかと思います。この際、
行政評価システムの中にもありましたよ
うに、マトリックス的な手法でもって各
課が連携を取りまして、というのは道路
交通の問題なんかもあります。商店街の
ど真ん中、薫英の前から駅に直進する道
を車がすごいスピードで入っていきます。
そうしましたら、お店を出している方も
お客様が出るときに、お店の人が気をつ
けてあげないと車にはねられそうになる
ということが何回もあったということを
市民の方から、こういうご相談もいただ
いておりますので、やはりこういった道
路事情も含めて改善していかなければ、
局部的にやっていったのでは阪急正雀駅
前商店街の活性化、再活性化ということ
は、やはり望みにくいのではないかと、
このように考えるものでございますので、
先ほど申し上げましたマトリックス的な
手法をもって各課が連携、一致協力して、
何とか阪急正雀駅前商店街の活性化につ
いて着手をお願いし、またさらにこれが
効果を上げるような形で取り組んでいた
だきたいと、このように思います。
　大変厳しい摂津市の財政難の状況の下
ではありますけれども、何とか皆様の、
また私たちの力を結集して市民の皆さん
が本当に摂津市でよかったなと、ここに
住んでいてよかったなと、この５年先、
１０年先に希望が持てるなというような
方向性に、またさらなるご努力と充実の
方をよろしくお願い申し上げまして、私
の質問を終わらせていただきます。
○柴田委員長　次に、山本善信委員。
○山本善信委員　まず、吹操の跡地利用
の話で、貨物駅の移転の話ですが、今い
ろいろ議論がありましたところで内容は

よくわかるわけですが、１つ事実関係と
してお尋ねしておきたいと思います。こ
の申し入れを２月２５日にされたという
ことですけれども、吹田市の方はどうい
う形で、その相手に対して申し入れをさ
れたのか、されてないのか。あるいは、
相前後してそういう状況ではないのかと、
そういったことをちょっとお聞きしてお
きたいと思います。
　それから、吹操の話につきましては、
こちらの新幹線の横の貨物駅の時にもい
ろいろ議論があったことが、いまだにか
なり当時の約束どおりに、なかなか進ん
でいないと、なっていないということも
あって非常に不信感があるわけで、そう
いったことから考えますと、この２分の
１問題がおくれているということは、こ
れは由々しい問題やと思いますし、それ
ができたとしても、なかなか信用して事
が構えられるような話ではないというこ
とですから、こういうことに関しては、
しっかりと基本協定に基づいて交渉して、
これからも当たっていただきたいという
ことを、その点はお願いしておきたいと
思います。
　今の点は、１点だけお答えいただきた
いと思います。
　それから、シビックゾーンの話ですが、
これは非常に財政状況の厳しい中にある
ということで、先ほど基本的にはやっぱ
り財政問題が１つの大きな基本的な条件
になるということを見越してやると、先
ほど助役のご答弁にあったとおりだと私
も思います。
　しかし、並行して進めなければならな
いというふうには思いますし、それから
これは大きく言えば都市計画事業である
わけですから、そういったことを考えま
すと、今年計画してすぐできるとか、１
年２年先に、すぐできるとかいう問題で
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はないだけに、今からきちんとそういう
形でまちづくりの基本になるような話で
すから、これは準備を進めていくという
ことは、去年と今年にかけて調査を進め
られるということは、これはやはり並行
してやらなければならないことだと。財
政的な危機の状況にあっても、あえてや
らなけばならないことだというふうに私
は認識しております。しかし、そのやり
方として、できるだけ切り詰めて、少な
い経費で有効な手だてが、成果が得られ
ますように、しっかりとやっていただき
たいというふうに思います。
　新駅等の話につきましては、当然、こ
れはずっと以前の問題で余談になります
が、千里丘の駅が昭和１３年にでき、阪
急が開通したときに、既に今のちょうど
千里丘踏切、蔵垣内の付近に駅が、その
とき、開設当時にできると、新京阪とい
う名前であったと思いますが、そのとき
にできるということで三宅村がその駅の
位置に関して議論が二分しまして、結局
どっちつかずになってしまってできなかっ
たという苦い経験があります。それから
後に、昭和３０年代に香露園に駅を設置
したらどうかという形でいろいろ運動が
あったわけですが、これも頓挫いたしま
した。
　あとは、万博に関連して、ご承知のと
おり南茨木駅ができたということで、非
常にこの周辺、特に摂津市にとっては、
新駅が設置されるということは大きな意
味もあるわけですし、ずっと以前からの
歴史的な経緯から考えても重要なまちづ
くりの核であるというふうにも思います
し、こういったことを含めてシビックゾー
ンが有効に、摂津市の都市核として働く
ということのまちづくりの必要性という
のは十分私たちも認識しておりますし、
ぜひこれは進めていただかなければなら

ないというふうに思っております。
　ですから、今、具体的な議論は先ほど
からいろいろあるようですので、あえて
申しませんけれども、ぜひこの調査、去
年と今年の調査が有効、適切に働くよう
にお願いしたいというふうに思っており
ます。
　それからもう１つ、千里丘の西駅前の
再開発の問題で準備組合に対して、わず
かですけれども助成をしながら、予算的
にはわずかですけれども、あといろいろ
な形でかかわっていっていただいている
ということは非常にありがたいと思いま
すが、社会情勢からして今の状態になっ
ているということは非常に残念な話なん
です。
　先ほどから、大口権利者とのかかわり
の話があるわけですが、千里丘の東がで
きた段階で、今度は西だというふうな段
階でお聞きした話ですが、その大口権利
者ご自身が西の方についてはどうやとい
う話があったときに、これは非公式の話
ですから、こういうところで持ち出すべ
きではないかもしれませんけれども、要
は千里丘の東ができたけれども、この東
の再開発が成功したということを私が認
識しない限り西の方に対して協力はしな
いということをはっきり私に言われた経
緯がございます。
　そんなことを言われても、先ほど木村
委員の話にありましたように、あくまで
千里丘の駅を両方の整備がきちんとでき
て、初めてそれがフル機能して、地域の
発展のために効果を出すんだというふう
に思うだけに、そういったものの考え方
をしてもらったら困るというふうに申し
上げた記憶がございます。
　それから、今の状態が続いているわけ
ですけれども、しかしテーブルについて、
若干その認識を徐々に変えてきておられ
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るということであるようなら、これは、
さらに千里丘の東の方が成功したという
認識を持たれるような形の東の方の対応
も合わせてしていただかなければならな
いと。そのことが、ひいては回ることに
なりますけれども、西の大口権利者に協
力をいただく１つの手だてになるのでは
ないかというふうなことを感じますので、
そういったことをふくめて、しっかり行
政としてバックアップしていただきたい。
　準備組合そのものも一定、だんだんと
様子が変わってきまして、権利者も以前
に数をお聞きしたと思いますけれども、
非常に難しい状況にあることは、権利者
そのものが非常に、ほかの権利者が難し
い状況にあることは確かです。ですから、
そういうところと含めまして、これは組
合施行だといいましても、市のバックアッ
プはしっかりと、今まで以上にしっかり
やっていただかないと、いけないと。
　もちろん予算の面でもこういう時期で
すから、ちょっと難しいということであ
れば、予算外のところでしっかりとバッ
クアップしていただくように、これも合
わせてお願いしておきたいと思います。
特にそのことについて、市の方として見
解をお示しいただける話があるなら、こ
の際にお聞きしておきたいと思います。
○柴田委員長　岡田参事。
○岡田まちづくり支援課参事　吹田操車
場跡地関連の話で、吹田との今回の申し
入れの協調ということでご質問があった
かと思うんですけれども、まず先ほど来
申し上げておりますように、大阪市の移
転先の早期明確化というのは、両市に共
通する重要課題ということで認識してお
ります。これは吹田・摂津、両方とも同
じ認識をしておりまして、そのことを踏
まえまして、吹田は先ほど山下委員から
もございましたように、去る去年の１１

月２６日に、一度こういう形で早期明確
化というものを文書の中には測量の部分
にも触れられた中で申し入れをされたん
ですけれども、それ以降、いろいろ協議
を重ねた中で、最終的にはそれ以降に審
査会、吹田におかれましては１２月２５
日に第１回、２月に第２回と、うちにとっ
ては１月に審査会が始まって、アセスの
手続が順次進んでいるという中で、もう
一度強く申し入れていこうという中で、
この２月２５日は両市協調する中で、そ
ろって鉄建公団に対し、その早期明確化
を申し入れたものであります。
○柴田委員長　小山課長。
○小山まちづくり支援課長　千里丘西の
大口地権者のことにつきまして、ご答弁
申し上げます。先ほど、私、２人の大口
地権者への説明をしたつもりだったので
すが、ちょっと説明不足で正しく伝わっ
ていなかったと思います。
　１人は、以前から合意形成の得られな
い大口地権者と、開発を希望されている
大口地権者との２人ございます。今年１
月に合意形成の得られていない大口地権
者に私、会ってきました。その中で千里
丘西が長く凍結してるんですけども、そ
の中で、今、時間が経過した中で権利者
の意向が変わっていないかという確認を
してまいりました。
　実際、１．５ヘクタールの中で、住宅
もだんだん空洞化していっていると。そ
の中で、その大口地権者の持っておられ
る住宅も移転されている。その経過を簡
単に聞きに行ったんですけれども、まち
づくりとか、例えば再開発、区画整理と
か、そういうまちづくりには反対してい
ないと。ただ権利割合が、どうも納得い
かない。そして、事例を上げますと、昨
年度末に借地していた方が出て行かれた。
その内容をちょっと簡単に聞かせてもら
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うと、権利割合としては個人の方が、そ
のまま出ていかれたというような状況に
なってきていると。そういう中で、今、
私としては、私というのは地権者の方な
んですけれども、あわててまちづくりを
進める気はないという意向でありました。
　いずれは、まちづくりは考えていかな
いといけないけども、今早急にまちづく
りを考えなければいけないという立場に
なっていないということで、なかなか合
意形成ができなかったという１人の大口
地権者。
　もう１つは、開発を希望されている大
口地権者の方から、先ほども答弁しまし
たように、理事長から年末の役員会で、
こういうまちづくりをしないかという協
力要請があったので、役員にどうするの
かという、議題として投げかけられまし
た。その中では、結論はまだ出ておりま
せん。しかし、やはり千里丘のまちは、
このままではほっておけないと、何とか
段階的なまちづくりでもできるような勉
強、あるいはそういった活動もしていか
ないといけないのではないかという意見
で終わっております。
○柴田委員長　助役から総括してという
ことになろうかと思います。小野助役。
○小野助役　今、課長の申し上げたとお
りでございますが、実は私も３月のこの
議会を迎えるまでに、千里丘ガード拡幅
事業の用地買収が、本会議で答弁申し上
げましたように８１％であると。そのと
きに、このガード拡幅に伴います大口地
権者のところにまいりまして、できるだ
け早くこの解消を図っていただきたいと
申し入れをしてきたところでございます。
　その際、この準備組合の問題を議論い
たしまして、そこでやはり、一定理解さ
れているのは、２つございます。
　１つは、今申し上げましたように、地

権者の世代交代が相当激しく動いている
ので、これをほっておくと、代がわりに
よってますますその熟度が下がると。こ
れは、今申し上げました積極的な地権者、
並びに準備組合も同感でございます。
　それからもう１点は、何とか段階的な
整備、これも一致されております。その
点が一致されておりますので、市として
はいずれにしましても本組合になってい
ただかない限り、行政として入っていく
形が非常に難しい。したがって、そのと
きには私ども、駅前広場がどうだとかあ
りますから、決定してますので、非常に
財政的には厳しい中でありますが、そこ
のことはちょっとさて置いて、今申し上
げたのはさて置いて、その２点で一致さ
れておるんだから、できるだけ早く本組
合になって動かすということはできませ
んかということも、そのときに申し上げ
てまいりました。今、小山課長が言った
とおりでございます。そこの点が一致し
ておりますので、これは糸口はあると見
ております。そういったことでの行政の
かかわり方ということも今後議論させて
いただきたいということを申し上げてお
りまして、また新年度になりましたら改
めまして、私、その辺のところの過去の
経緯も、大口地権者なり準備組合との話
し合いの中にも入っておった経緯がござ
いますので、状況はわかっておりますの
で、あえてそのときに申し上げておりま
したので、この２点の中身で一致してお
るわけでございますから、そこに糸口が
あると思っておりますので、市としても
積極的な対応をしてまいりたいというよ
うに考えております。
○柴田委員長　山本善信委員。
○山本善信委員　まさしくそこなんで、
準備組合についての予算的なアプローチ
というか、援助とかという行政のかかわ
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りということは、できれば大いに越した
ことはないわけですけれども、一番基本
になる、今、助役がご答弁になったテー
ブルについてない人をテーブルにつけ、
そしてその話が進むようにサポートする
と、これが大事なんで、これはもう人的
に今の職員の皆さん、また東の再開発を
経験した職員がいてるわけですから、そ
ういったことでしっかりとバックアップ
していただければ、そういうふうな理解
が得られるというように思います。
　権利割合云々の話で、個人的にいろい
ろと考えておられる部分での話もあろう
かと思いますけれども、こういった問題
につきましても、これはもう、いろいろ
工夫して、やるような話というのは、ほ
かで恐らくこういう形でもめて、ことが
途中でとまったり、おくれたというふう
なところも、よその事例でたくさんある
と思いますから、そういう事例はしっか
りと勉強してきていただいて、それも参
考にしながら、しっかりと進めていただ
きたいというふうにお願いしておきたい
と思います。　
○柴田委員長　ほかにいかがですか。大
澤委員。
○大澤委員　阪急の正雀駅前の整備につ
いてですけれども、交通安全対策になろ
うかと思いますけれど、以前に駅前の歩
道の整備ということで、店舗の買収とい
うんですか、それも含めて広げるような
話がございました。その後、そういった
整備計画がどうなったのかということを
お聞きしたいと思います。
　一時、屋台等が絶えずありまして、非
常に交通の混雑を招いておりましたけれ
ども、これが撤去され、鉄柵等ですっき
りしました。ところが、それ以外は相変
わらず人と車と、また自転車等とで混雑
しております。東側もそうですけど、西

側の方も、いわゆる吹田の南正雀から来
る車が橋を渡って少しカーブしてますし、
非常に危険な状態でありまして、そのあ
たりの整備が全くなされていないという
点については、今後どのようになさろう
としておるのかということをお聞きした
いと思います。
　もう１点は、生活文化総務費ですけれ
ども、総合福祉会館の積立金が４３万５，
０００円、これは基金の利息ということ
でお聞きしました。それで、その基金の
総額が幾らなのかということと、それと
昨年が５７万９，０００円の利息でした
ので、基金が少なくなったゆえか、利息
の利率が変わったのか、そのあたり少し
お聞きしたいと思います。
○柴田委員長　北野部長。
○北野都市整備部長　阪急正雀駅前の整
備に伴います歩道整備でございますが、
やはり都市整備部といたしましては、基
本的なものとしましては、まちづくり、
再開発というふうなことを視野に入れて
おるわけでございまして、やはり部分的
な開発となりますと、以前からも他の委
員からも出ておりましたように、ミニ再
開発についてはどうやというお問いもご
ざいました。その折に非常に基本的には、
まちづくりを進めるにあたって、あるい
はミニ再開発を進めるにあたりましては、
やはり住民合意が基本となってくるとい
うふうな状況のもとで、今現在、正雀地
域におきましても若手商業者を中心とす
るまちづくりの進め方につきましても勉
強会等をさせていただいておりまして、
それらの熟度がまだ、市民あるいは商業
者につきましても伝わっていないような
状況でございまして、やはりミニ再開発
をするにあたっても若干時期尚早な段階
があると。やはり、今後それらの地域の
安全対策等につきましては、当然我々も
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十分認識いたしておる状況でございます。
これらの改善に向けては、やはりいろん
な整備手法もございますので、もしそう
いった整備手法も視野に入れながら、そ
の付近、住民とも協議をいたしながら、
やはり将来的には大きなまちづくりへ基
本的には発展させていくわけなんですけ
ども、やはり当面そういった交通対策上、
阻害要因であるという部分につきまして
も、やはり今後早急に、我々部内的にも、
あるいは市としてもその方向性につきま
しては連携を図りながら進めてまいる必
要があるというふうに認識いたしておる
ところでございます。
○柴田委員長　岡本課長。
○岡本自治振興課長　総合福祉会館の再
整備基金積立金についてご答弁させてい
ただきます。
　基金につきましては、１５年当初につ
きまして、１４億４，７９３万４，２８
９円の預金利息、これはプライムレート
等の低下によりまして、０．０３％を見
込み、その額といたしまして４３万５，
０００円を基金積立金という形で組んで
おります。よって、基金が減少したとい
うようなことではございませんので、プ
ライムレートの関係で若干、４３万５，
０００円という予算措置をさせていただ
いております。　
○柴田委員長　大澤委員。
○大澤委員　福祉会館の積立金のことは、
よくわかりました。
　阪急正雀駅前の歩道の整備ですけれど
も、おっしゃっていることは、よく理解
できます。以前に構想といいましょうか、
そういうものも一度拝見したことがござ
いますので、非常にいいことだという思
いで非常に期待をしております。そういっ
た面で、おっしゃるとおり、なかなか地
域の方々の合意がなければできないとい

うことはわかりますけれども、とにかく
危険な状態を１日も早く解消してもらい
たいものだという思いで、今後ともよろ
しくお願いいたします。
○柴田委員長　先ほどの大澤委員の質疑
のうち交通対策の関係は、建設常任委員
会で信号機の設置とか、いろいろなこと
も議論されておりますので、またそのよ
うなことでお願いしたいと思います。
　次に石橋委員。
○石橋委員　シビックゾーンの周辺等ま
ちづくり構想の中で、約１，３００万円
の予算を使われるわけなんですが、調査
研究するということなんですが、どうい
うものが形としてあらわれてくるのか。
どういう調査研究をして、どういう形が
出てくるのかというのをお伺いいたしま
す。
　それと、同じく阪急正雀駅前なんです
が、１６万１，０００円ですか、どうい
う内容を、前年度と同じような内容でやっ
ていかれるのか。また、今年はどういう
形でやっていかれるのかというのをお伺
いいたします。
　それと、吹田操車場跡地の関係で、２
月２５日に鉄建公団の方に申し入れられ
た資料なんですが、今後とも申し入れが、
進捗状況によって申し入れをされていく
予定があるのか。また、こういう情報は、
我々と行政側とタイムラグがないような
形で情報交換するような方向を取っても
らえないものかというようにお願いいた
します。
○柴田委員長　岡田参事。
○岡田まちづくり支援課参事　まず１点
目のシビックゾーン調査の、平成１５年
度の調査内容ですけれども、まず平成１
４年度の調査につきましては、ここの構
想の位置づけということで、いろいろ都
市基盤の課題、そういうものを整理しま
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して構想の位置づけの明確化を図りなが
ら、民間企業などに対しましてヒアリン
グを行いまして、周辺の土地のポテンシャ
ル、土地の需要などの把握にも努めてお
ります。その上で、概略的な整備プラン、
土地の利用計画であるとかゾーニング、
その辺の基盤整備プランを立てまして、
若干のそういう概略の事業費の精査なん
かも行いまして、当然、事業費を精査す
る前に、いろんな事業手法、先ほど言い
ました、どんな事業手法があるのかとい
うことの抽出、そういう作業も行ってお
ります。その上で、新たにまた加えまし
て、その整備を行った場合の影響の効果、
そういうものも含めて調査して、それに
伴いまして一番最初の調査の視点でもあ
りました周辺の公共公益施設の再配置の
方針であるとか、周辺の千里丘西、正雀、
吹操を含めました既存計画との整合性、
そういうものも含めまして、１４年度は
調査しております。
　１５年度につきましては、さらに簡単
に言いますと、その中身の深度化を図る
ということで、立地ポテンシャルなんか
につきましても、より具体的に、本当に
事業性があるのかどうか、もっと細かい
内容で、例えば具体的な企業の進出の条
件だとか、そういうものも含めて、もっ
と深度化を図っていきたいと。
　整備プランについても、今、１４年度
に出したいろんな事業化の方策を踏まえ
まして見直しを行って、実際にどういう
ふうな事業方策が取れて、それに対しま
してどういうふうな事業費がかかって、
収支計画がどうなるか。それと、それの
中で、また費用対効果がどうなるのかを
含めて、１５年度は調査結果として出し
ていきたいというふうに考えております。
　それともう１点、吹田操車場跡地の今
回の申し入れで、今後申し入れをしてい

く予定があるのかというご質問かと思い
ますが、今回の申し入れは先ほどから申
し上げておりますように、平成１５年度
が閣議決定の最終の年度であるというこ
とも踏まえまして、それと先ほどから申
し上げております環境影響評価の手続が
進んでいるという状況を踏まえて、強く
申し入れたと、そういう次第でありまし
て、この状況にまた変化がなければ、当
然再度の申し入れもあろうかと思います
けれども、これによって鉄道建設公団の
方からは鋭意、大阪市との協議に努めた
いということも口頭では回答をいただい
ておりますので、鉄建公団の協議の推移
を見極めながら、以後の申し入れ等につ
いては考えていきたいと、かように考え
ております。
○柴田委員長　小山課長。
○小山まちづくり支援課長　阪急正雀の
駅前関係の１６万円につきましてですけ
ども、これは今現在、正雀駅前地区にお
きまして懇談会から提言をいただき、そ
の中で若手商業者懇談会というもので、
いろいろまちづくりを勉強されています。
それに対する支援でございまして、毎月
２回、年間を通して約２４回になります
けども勉強会を開催されております。そ
れに市の職員、それに講師の派遣をやっ
ておる、そういう勉強会をしております。
その費用が今の費用になります。　
○柴田委員長　石橋委員。
○石橋委員　先ほども質問したかと思う
んですが、こういう情報交換のタイムラ
グがないように要望いたします。
　それと、シビックゾーンの件なんです
が、資料なり、報告書なりがやっぱり出
てくるわけですね。その１点だけお願い
します。　
○柴田委員長　岡田参事。
○岡田まちづくり支援課参事　シビック
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ゾーンの平成１４年度の調査結果につき
ましては、当然、委託の完了します工期
をもちまして出てきますので、その辺、
整理次第、また中間報告として議会の方
には報告させていただきたいというふう
に考えております。
○柴田委員長　藤浦委員。
○藤浦委員　先ほどからさまざまに議論
をされておりますシビックゾーンの調査
の関係ですけれども、調査される１つ１
つを取っても、やっぱり摂津市にとって
は非常に大事な事業であると思いますし、
そうした意味ではしっかり調査をやって
いただきたいなというふうに思っており
ます。山本委員の方からも先ほどもおっ
しゃられましたけれども、やはりすぐに、
こういったものは、できるものではない
ということですし、都市計画というもの
は１０年２０年というスパンで考えてい
かないといけないということからも、や
はりこれはしっかりと調査をして、関連
性もしっかり取り組んでいただいて、そ
して将来の摂津市のそういう夢というん
ですか、そういうものを指し示していた
だくということは非常に大きな意義があ
るというふうに考えております。
　例えば、大変貧しい家庭があったとし
ても、やはり将来はこういう家に住もう
と、こういう家を持ちたいというふうな
夢を持ちながら一生懸命頑張って働く、
こういった、我が摂津市においては、ひ
とつ大きな目標というか、夢につながっ
てくると思いますし、だからこそ今、財
政的には大変な中ですけれども、最小限
度に抑える中でしっかり取り組む必要性
があるんであろうというふうに思ってお
ります。そういう意味では、しっかりこ
れは調査していただいて、まとめていた
だいて、指し示していただきたいという
ふうに思います。

　吹操跡地の問題ですが、これについて
は先ほどから議論がありますように、やっ
ぱり、まず２分の１問題ですね。これに
ついては、早急に答えが出るように摂津
市の方からも働きかけをしていただきた
いなと思うわけですが、先だって北九州
貨物ターミナル駅の状況を視察させてい
ただきましたが、所長さんの説明があっ
たわけですが、私たちが見させていただ
く限りでは、非常に誠意のある運営をさ
れているように見受けられました。
　例えば、出入りする車両の規制も厳し
くやられているとか、それから排出ガス
規制とか、それから運転手のマナーとか、
厳しくやられているということでありま
す。そういうふうに見受けられたわけで
すけれども、そういったことが本当に、
今、大阪貨物ターミナルのお話がありま
したけれども、出入りの問題とか、当時
の議論にあったことが守られていないと
いうふうな現状を見たときに、果たして、
今進められている吹田貨物ターミナルで
も同じように守られないのではないかと
いう不信感というか、不安がどうしても
払拭されないというふうに思うわけです。
　やっぱり説明会のああいう態度とか、
ああいった部分を見てますと、どうして
もそういった不信感がぬぐえないという
ことになりますし、これは別に答弁は結
構ですが、やはりそういったことも市側
の方から鉄建事業団の方に誠意を、説明
会にしてもそうですし、さまざまな対応
について、誠意ある、誠意を示すような
方向性を要望していっていただきたいな
ということをちょっと要望しておきたい
と思います。
　昨年の決算のときにもご質問させてい
ただきましたが、非常に地域性のある問
題なんですが、この見解書の記載事項の
中で工事車両の進入の問題がございまし
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た。ちょうど、山田川沿いの千里丘７丁
目のところから進入するというルートと、
それから岸部のところから進入するとい
うルート、これが記載されているわけで
すけれども、私はそのときに正雀川のと
ころの一方通行を解除して、一部正雀川
の上に鉄板を敷くなり、仮設の橋を架け
て、直接、まっすぐ入れるようにできな
いかということを要望させていただいた
経緯があるわけですが、これはこれから
さまざまな協議をしていくということに
なったわけですけども、千里丘ガードの
拡幅工事、これは建設常任委員会の所管
になりますけれども、いよいよ始まると
いうことで、工事用の進入路はもともと
岸部のところから入るというふうになっ
ておりました。ところが、どうも岸部の
方からは難しいということになりまして、
千里丘７丁目からやっぱり進入するよう
なことになると、ちょっとお聞きしてお
ります。
　そうなってくると、私がそのときに言
いましたように、やはり千里丘ガードの
拡幅工事とターミナルの工事の車両が重
複してそこから進入をするというふうな
ことになりまして、関係性がやっぱり出
てくるというふうに思うわけです。地域
の住民にとっては、やはりこの重複をし
て、そういった車両の問題が問題視され
ると、こういうふうな状況になってまい
りましたが、今の吹田ターミナルの工事
車両進入の経路の問題の中で、今の千里
丘ガードの工事の車両もここから入るよ
うな方向になってきているということに
ついての市の見解をお願いしたいと思い
ます。
○柴田委員長　山脇次長。
○山脇都市整備部次長　吹操の関連工事
がクリーンセンターの横、中を通るとい
うご質問ですけれども、千里丘ガードの

工事は、今年度からも工事はやってるん
ですけども、来年度から本格的に工事を
進めるにあたって、従前は豊中岸部線の
方からの出入りということをお考えになっ
ていたんですけれども、鉄道建設公団の
規程の中で公共工事であっても公団の用
地の中の使用料を払わなければならない
ということがありまして、大阪府として
は可能な限りは公団に使用料を払わずに、
できるだけ近いところから出入りしたい
ということで、今、私どもの下水道業務
課と大阪府とで、クリーンセンターの中
を通れないか、いろいろ協議されており
ます。まだ結論には至ってないようなん
ですけども、その中を通るということで
す。
　ただ、公団が、まだその中を通るとい
うのをはっきりしていませんので、今後
公団がクリーンセンターの中を通るかど
うかというのが、これからどういうふう
な協議を進めていくのか十分見極めて、
今、委員の心配されている千里丘ガード
の工事、また吹操の工事の関連性につい
ては、これから公団がどういう形で出て
くるか十分協議していきたいと、こうい
うふうに思っております。
○柴田委員長　藤浦委員。
○藤浦委員　どちらにいたしましても対
市民の対策といいますか、説明も含めて、
やっぱり十分に配慮していただいて、特
に千里丘ガード自体、摂津市の方からま
た説明会等を行われると思いますし、そ
のとき必ず、またこの吹操等の含めた話
も出てくると思いますので、しっかり整
理をしていただく中で住民対応していた
だくように、懇切丁寧に対応していただ
くことを要望させていただきたいと思い
ます。
○柴田委員長　以上で質疑を終わります。
　暫時休憩いたします。
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　　　（午後０時　　　休憩）
　　　（午後０時２分　再開）
○柴田委員長　再開いたします。
　討論に入ります。討論はありませんか。
　　　（「なし」と呼ぶ者あり）
○柴田委員長　討論なしと認め、採決い
たします。
　議案第１号所管分について、可決する
ことに賛成の方の挙手を求めます。
　　　（挙手する者あり）
○柴田委員長　賛成多数です。よって本
件は可決すべきものと決定いたしました。
　議案第９号所管分について、可決する
ことに賛成の方の挙手を求めます。
　　　（挙手する者あり）
○柴田委員長　全員賛成。よって本件は
可決すべきものと決定いたしました。
　これで、本委員会を閉会いたします。
　　　（午後０時３分　閉会）

　委員会条例第２９号第１項の規定によ
り、署名する。
　　駅前等再開発特別委員会
　　委員長　　　柴　田　繁　勝

　　駅前等再開発特別委員会　　
　　委　員　　　本��保　加�津�枝
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